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１．計画策定の背景 
本市では、これまで橋長１５m以上の重要橋梁及び緊急輸送道路上に架橋されている 

４４橋について、地震の揺れによる落橋・倒壊等の甚大な被害を防止し、地震時におけ

る迅速な通行並びに物資輸送路等を確保する必要があるため、平成２５年度に「越谷市

橋梁耐震化基本方針」を策定し、橋梁の架設年度や道路交通状況、構造形式等及び緊急

輸送道路を踏まえ優先順位をとりまとめ、橋梁毎に上部工（落橋防止対策）及び下部工

（橋脚補強・橋脚基礎補強）の耐震補強対策を一体的に実施してきました。 

一方で、河川内にある下部工の耐震補強を行うためには、大掛かりな仮桟橋や仮締切

等が必要となり、整備期間も渇水期内に限られることから、１橋毎の耐震対策を完了す

るには、多大な費用と時間を要してきました。 

このような中、令和６年１１月に国から「緊急輸送道路にある橋りょうの耐震補強の

効率的な実施」に関する通知により、緊急輸送道路（重要防災路線）上の落橋等防止性

能が確保されていない橋梁において、落橋防止対策を最優先で取り組む方針が示されま

した。 

このため、本市においては、これまで実施してきた一体的な耐震補強対策を見直し、

国が示す方針に基づき、地震時の甚大な被害を防止する上部工の耐震補強対策（落橋防

止対策）を優先的に実施していくこととしました。 

また、埼玉県においても令和７年７月に、道路整備状況の変化及び防災拠点へのアク

セスの観点から、緊急輸送道路ネットワークが見直されたことを踏まえ、より効果的な

耐震補強対策の推進を図り、災害に強く安全・安心なまちづくりを実現するため、「越

谷市橋梁耐震化基本方針」を見直すとともに計画名称を改名し、「越谷市橋梁耐震化基

本計画」の策定を行うものです。 
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２．これまでの耐震対策の取り組み 
 

２－１ 越谷市橋梁耐震化基本方針の概要 

   平成２５年度に策定した「越谷市橋梁耐震化基本方針」は、兵庫県南部地震における甚大な

損傷を踏まえて改定された平成８年道路橋示方書（以下、「平成８年道示」）より前の基準を

適用した橋梁に対して、落橋や倒壊等に至るような致命的な損傷が生じないように、橋脚補強

を含めた既設橋の耐震補強対策を進めていく計画となっています。 

 

 

 ２－２ 対象橋梁 

   本市が管理する橋長１５ｍ以上の重要橋梁及び平成２５年度時点の緊急輸送道路に指定され

ている橋梁４４橋を対象としています。 

 

 

 ２－３ 耐震補強対策の優先順位 

   耐震補強対策の優先順位は、橋の架設年度や道路交通環境、構造形式等を考慮し、上部工・

下部工毎に決定しています。 

 

   上部工の耐震対策（落橋防止システムの設置） 

    優先順位①：第一次緊急輸送道路上の橋梁 

    優先順位②：第二次緊急輸送道路上の橋梁 

    優先順位③：昭和４０年代以前の架設されており、供用４０年以上経過している橋梁 

    優先順位④：昭和５５年道路橋示方書より前の示方書を適用し、橋長が長い橋梁 

    優先順位⑤：昭和５５年道路橋示方書より前の示方書を適用し、橋長が短い橋梁 

    優先順位⑥：仮設構造物工指針で架設された仮設橋 

    優先順位⑦：平成８年道路橋示方書より前の示方書を適用している橋梁 

 

   下部工の耐震対策（橋脚耐震補強） 

    優先順位①：第一次緊急輸送道路上の橋梁 

    優先順位②：第二次緊急輸送道路上の橋梁 

    優先順位③：昭和４０年代以前の架設されており、供用４０年以上経過している橋梁 

    優先順位④：橋脚構造が地震時の変位が大きくなるパイルベント構造の橋梁 

    優先順位⑤：昭和５５年道路橋示方書より前の示方書を適用し、橋長が長い橋梁 

    優先順位⑥：昭和５５年道路橋示方書より前の示方書を適用し、橋長が短い橋梁 

    優先順位⑦：仮設構造物工指針で架設された仮設橋 

    優先順位⑧：平成８年道路橋示方書より前の示方書を適用している橋梁 
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 ２－４ 耐震整備の実施状況 

基本方針策定後、令和７年３月末日時点で、上部・下部構造ともに耐震補強対策を実施した

橋梁は４橋となっています。また、耐震補強対策を進めている橋梁のうち、下部工のみ耐震補

強対策を実施した橋梁は１橋となります。 

 

       表１ 基本方針に基づき上部・下部工とも耐震整備を実施した橋梁一覧 

 
          基本方針に基づき下部工のみ耐震整備を実施した橋梁一覧 

 

 

 

 ２－５ 代表的な耐震補強対策の事例 

   これまでに市で取り組んできた耐震補強対策は、下記のとおりです。 

 

   ◇橋梁名：新平和橋（ｼﾝﾍｲﾜﾊﾞｼ） 

補強後（平成 30 年度完了）       補強後（平成 30 年度完了） 

   

       橋脚コンクリート巻立て補強       落橋防止装置（緩衝ﾁｪｰﾝ）の設置 
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    ◇橋梁名：堂面橋（ﾄﾞｳﾒﾝﾊﾞｼ） 

補強後（令和２年度完了）        補強後（令和２年度完了） 

   

橋脚鋼板巻立て補強         落橋防止装置・変位制限装置の設置 

 

   ◇橋梁名：間久里新田橋（ﾏｸﾘｼﾝﾃﾞﾝﾊﾞｼ） 

補強後（令和３年度完了）         補強後（令和元年度完了） 

   

       橋脚コンクリート巻立て補強       落橋防止装置（橋座拡幅）の設置 

 

   ◇橋梁名：千代田橋（ﾁﾖﾀﾞﾊﾞｼ） 

補強後（令和６年度完了）        補強後（令和２年度完了） 

   

橋脚コンクリート巻立て補強      落橋防止装置（PC ｹｰﾌﾞﾙ等）の設置 



 

- 5 - 

第２章 これからの耐震対策の取り組み  

 

 これからの耐震対策の取り組み  
 

１．計画目的 
本計画は、災害に強く安全・安心なまちづくりの実現を目指し、本市が管理する橋梁の耐

震化について、国が示す方針に基づき、対象橋梁、整備方針、対象橋梁の優先度及び整備順

位等の考え方を定め、計画的かつ着実に推進することを目的としています。 

なお、整備の進捗状況のほか、緊急輸送道路や耐震基準等の見直しが生じた場合には、必

要に応じて、適宜見直しを図りながら継続的に取り組んでいくこととします。 

 

 

２．耐震補強を推進する対象橋梁 
平成７年の兵庫県南部地震で、顕著な被害が認められた古い設計基準（昭和５５年道示ま

たは昭和５５年以前の古い基準）を適用した橋梁及び兵庫県南部地震以前の道路橋示方書（平

成８年道示より古い基準）を適用した橋梁のうち、下記条件を満たした 49 橋の耐震補強対

策を優先的に進めていきます。 

なお、平成２３年の東北地方太平洋沖地震では、平成８年度以降の耐震基準で設計された

橋梁については、地震動による致命的な被害は見られなかったことから、本計画における耐

震性能を満たすものとします。 

  

（１）緊急輸送道路（重要防災路線）上の  橋長１５ｍ以上の跨線橋  ・・・ １橋 

（２）緊急輸送道路（重要防災路線）上の  橋長１５ｍ以上の橋梁   ・・・１３橋 

（３）緊急輸送道路（重要防災路線）上の  橋長１５ｍ未満の橋梁   ・・・ ６橋 

（４）緊急輸送道路（重要防災路線）以外で橋長１５ｍ以上の橋梁   ・・・２８橋 

（５）緊急輸送道路等に指定されている道路を跨ぐ横断歩道橋（跨道橋）・・・ １橋 

 

   ※対象橋梁の位置図及び諸元については、第４章 資料編参照 

     ※今後の詳細な耐震性能照査の結果、耐震補強対策が不要となる場合もあります 

 

対象外の条件：①  溝橋（ボックスカルバート）構造の橋梁  

② 架け替え撤去等の計画がある橋梁 

            ③ 人道橋又は歩道橋 

            ④ 緊急輸送道路（重要防災路線）以外の橋梁 15m 未満の橋梁 

（上記条件のうち、1 項目以上該当する橋梁については、対象外とします） 
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※ 溝橋（ボックスカルバート）構造の橋梁を対象外とする理由 

過去の大地震（兵庫県南部地震・東北地方太平洋沖地震等）において、カルバート

構造物が重大な損傷を受けた事例が極めて少なく、地震動に対して損傷を受けにくい

構造であるため 

 
               図１ 溝橋構造の橋梁（七間橋） 

 

 

３．目標とする耐震性能 
    目標とする橋の耐震性能は、大規模地震が発生した際に落橋等の致命的な損傷を防止し、

震災後の物資輸送路等を確保する必要があるため、最新の技術基準である平成 29 年道示に

基づき、新橋と同等の耐震性能を確保することを基本とします。また、既設橋の耐震補強に

おいて同基準が適用できない場合は、適宜、平成 24 年道示及び「国総研資料第 700 号 既

設橋の耐震補強設計に関する技術資料」等を適用するものとします。 

 

３－１ 橋の重要度 

平成 24 年道示以降における橋の耐震設計は、橋の重要度を地震後における橋の社会的役

割及び地域の防災計画上の位置付けを考慮して、表 2 に示す２つの区分に分類します。 

 

 

               表２ 耐震設計上の橋の重要度の区分 
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３－２ 橋の耐震性能 

    本計画では、平成 24 年道示の「橋の重要度に応じた目標とする耐震性能を確保する」を

適用するとともに、レベル１・レベル２の各地震動に対し、各部材において所定の耐震性能

を確保していきます。 

    また、本市の緊急輸送道路（重要防災路線）上の橋梁は「B 種の橋」に区分することとし、

レベル２地震動に対して、損傷が限定的なものにとどまり、橋としての機能の回復が速やか

に行い得る性能（耐震性能２）を目標とします。 

 

 

                   表３ 耐震性能の区分 

 

 

 

        表４ 設計地震動と橋の重要度に応じた目標とする橋の耐震性能 
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４．耐震補強の推進に向けた整備方針 
本市のこれまで実施してきた耐震補強対策の現状を踏まえ、令和６年 11 月 7 日付 国道

総第 294 号 国土交通省通知「緊急輸送道路にある橋りょうの耐震補強の効率的な実施等

（意見表示）※参考資料名」に基づき、優先して耐震補強を実施する要対策橋りょうの整備

方針を以下のとおり定めます。 

 

  ４－１ 整備方針 

    緊急輸送道路（重要防災路線）上にある橋梁について、大規模地震が発生した際に、落橋

等の致命的な損傷を防止し、震災後の物資輸送路等を確保する必要があるため、平成７年兵

庫県南部地震と同程度の地震動に対しても落橋等の甚大な被害を防止する耐震性能「落橋等

防止性能」を最優先で確保していきます。 

    その後、落橋等防止性能が確保された緊急輸送道路上にある橋梁には、損傷を軽微にとど

め、緊急物資等の輸送路等としての機能回復ができる耐震性能「機能回復性能」を確保して

いきます。 

    緊急輸送道路（重要防災路線）以外の要対策橋りょうの耐震対策は、緊急輸送道路上の橋

梁の耐震性能「機能回復性能」を確保した後に、順次対策を行っていきます。 

 

 

                  表５ 耐震補強対策の概要 
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５．耐震補強対策の進め方と整備順位の決定方法 
整備方針に基づき、耐震補強対策の進め方と整備順位の決定方法について、以下のとおり

定めます。 

まず、「ステップ１」として、上部工（落橋防止対策）からの整備を基本とし、緊急輸送

道路（重要防災路線）、跨線橋・跨道橋、耐震性能に劣る設計基準の適用の有無等から橋梁

毎に「優先度」の分類を行います。 

次に、優先度毎に分類した橋梁について、路線の重要性、耐震脆弱性、構造特性、道路環

境特性等から耐震対策の必要性の評価を行い、整備順位を決定し、計画的に対策を進めてい

きます。緊急輸送道路上のすべての対象橋梁において、「ステップ 1」の落橋防止対策が完

了後は、「ステップ２」の下部工（橋脚全体の耐震補強対策）の整備を進めていきます。 

    「ステップ２」の整備の進め方については、「ステップ１」と同様に行っていきます。 

    なお、整備順位を決定する評価項目については、下記項目に基づき、耐震対策の必要性を

評価し、決定します。 

 

 

 

    整備順位を決定する評価項目 

（１）路線の重要性 … 緊急輸送道路・防災拠点間の有無 

跨線橋・跨道橋の有無 

     （２）耐震脆弱性  … 設計基準・架設年 

     （３）構造特性   … 橋長・径間数・構造形式 

     （４）道路環境特性 … 交通量・通学路の有無 
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               図１ 耐震補強対策の進め方 
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    整備順位の考え方については、「図１ 耐震補強対策の進め方」に基づき、以下のとおり、

整備を進めていきます。 

 

  
 

図２ 整備順位の考え方 
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１．橋梁データベースの構築（橋梁管理カルテの整備） 
    橋梁における維持管理は、現在、５年に一度の定期点検や一定規模以上の地震発生時に実

施する緊急点検等を行っており、令和３年度に改定した「越谷市橋梁長寿命化修繕計画」並

びに点検結果等を踏まえ、計画的に補修等を実施しています。しかしながら、各種点検及び

補修等の結果は個々に記録されているものの、体系的な整理がなされていません。 

このため、これらを一元的に管理、蓄積し、最新の情報が円滑に参照できるようにしてお

くこと、各橋梁の構造諸元等の基本情報や耐震補強内容等、管理上把握しておくべき情報を

整理、保存していくことが重要です。 

    本市が管理する橋梁の安全・安心を確保し、将来に渡り適切かつ効率的な維持管理を行っ

ていくため、橋梁データベースの構築を進めていきます。これにより、震災時の的確かつ迅

速な応急対策の立案並びに橋梁の使用制限等の判断が可能となります。 

 

 

２．橋梁管理カルテの記載項目 
    橋梁管理カルテは橋梁毎に整理するものとし、構成は下記のとおりとします。 

 

  （１）橋梁概要 

     橋梁の諸元、幅員構成、上部構造の形式、下部構造の形式、添架物、塗装仕様、伸縮装

置、防護柵等、一般図、位置図、写真について、最新情報が参照できるように整理したも

の（補修工事等に伴い、仕様が変更された場合は更新を行う） 

 

  （２）点検及び補修・補強に伴う委託・工事等の履歴（保存） 

    （車両等の衝突事故、通行制限等の履歴についても記載） 

 

  （３）耐震補強対策の状況 

（耐震補強の概要、補強に伴い使用した各部材の製品名、制作工場等の主要な履歴につい

ても記載） 
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１． 耐震補強対策の対象橋梁一覧 

２． 耐震補強を推進する橋梁の位置図 

３． 耐震基準の変遷 

４． 本計画に記載されている専門用語 
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１．耐震補強対策の対象橋梁一覧 
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２．耐震補強を推進する橋梁の位置図 

 
                

※緊急輸送道路の位置付けは、令和 7 年７月末時点を示す 
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３．耐震基準の変遷 
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４．本計画に記載されている専門用語 

 

基準書・計画書に関する専門用語 

◇道路橋示方書 

    日本の道路橋の設計等に関する技術基準や指針をまとめた文書。 

（社）日本道路協会が基準の解説を加えて「道路橋示方書・同解説」として発行。 

◇仮設構造物指針 

    日本の道路橋の建設工事において使用される仮設構造物の設計・施工に関する技術基準。

（社）日本道路協会が基準の解説を加えて「道路橋仮設構造物指針・同解説」として発行。 

  ◇越谷市橋梁長寿命化修繕計画 

    本市が管理する全ての橋梁において、健全な状態を維持しながら安全性の向上と円滑な道

路交通を確保するため、橋の重要度に応じて「予防保全型」「事後保全型」「観察保全型」に

分類し、計画的に維持管理を行うことで、ライフサイクルコスト（LCC）の縮減及び維持管

理費の平準化を図ることを目的とした計画。 

 

橋に関する専門用語 

  ◇人道橋 

    歩行者・自転車専用の橋。本市における人道橋は、「〆切橋」や「宮前橋」等がある。 

 ◇跨線橋・跨道橋 

    道路橋が鉄道や道路の上空を跨いて設置されている立体交差構造の橋梁。 

本市における跨線橋は「千間台駅南陸橋」、跨道橋は、「栄進中前歩道橋」等がある。 

  ◇ボックスカルバート 

    鉄筋コンクリート製の箱型の構造物で、道路や水路・無電柱化の共同溝等、様々な用途に

使用されている。小規模な河川等の道路橋として利用される場合も多い。 

  ◇支承 

    橋の上部構造（桁）と下部構造（橋脚・橋台）との間に設置される部材で、荷重を伝え、    

温度や地震等による変位を許容させる機能を有する。 

  ◇横変位拘束構造 

    地震等の外力により、橋の上部構造（桁等）が横方向に動くのを防止・抑制させる構造の

総称。 

  ◇水平力分担構造 

    橋に作用する水平力（横方向の力）を複数の構造要素で分担し、全体の安定性を高める構

造の総称。 

 

道路に関する専門用語 

  ◇緊急輸送道路 

    地震等の大規模な災害が発生した場合に、避難・救助、物資の供給、諸施設の復旧などの

応急対策活動を広域的に実施するため、円滑な交通の確保を図ることを目的に道路管理者が

指定する道路。 

  ◇重要防災路線 

    緊急輸送道路に指定する路線のうち、緊急物資等の輸送を確保するために、必要な複数の

防災拠点の中から、特に重要な防災拠点間をつなぐ路線。 

 

地震に関する用語 

  ◇兵庫県南部地震 

    1995 年（平成 7 年）1 月 17 日に兵庫県淡路島北部を震源とした M７．３の大地震。 

「阪神・淡路大震災」とも呼ばれ、日本の観測史上でも最も被害の大きかった地震の一つ。 

  ◇東北地方太平洋沖地震 

    2011 年（平成 23 年）3 月 11 日に太平洋三陸沖を震源とした M９．０の巨大地震。 

「東日本大震災」とも呼ばれ、日本の観測史上最大規模の地震である。 
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